
掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

第
５
次
基
本
構
想
・
後
期
基

本
計
画
策
定
支
援
委
託
事
業

者
を
募
集

　

同
事
業
の
策
定
支
援
を
行
う
事

業
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
方
法
等
詳
細
は
、
実
施
要

領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
参
加
希
望
受
付
期
間
３
月
１
日

（
金
）
～
１５
日
（
金
）

■
選
考
方
法
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
方
式

■
実
施
要
領
配
布
受
付
期
間
内

に
、
企
画
政
策
課
（
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２

−
３８７

−
９
８
０
０
）

委
員
募
集

【
学
校
運
営
協
議
会
】

　

学
校
と
地
域
住
民
等
が
力
を
合

わ
せ
て
学
校
の
運
営
に
取
り
組
む

こ
と
が
可
能
と
な
る
地
域
と
と
も

に
あ
る
学
校
の
推
進
を
図
る
た

め
、
協
議
し
ま
す
。

■
募
集
校
▽
第
三
小
学
校
▽
第
四

小
学
校
▽
東
小
学
校
▽
緑
小
学
校

▽
南
小
学
校
▽
第
一
中
学
校

t
市
内
在
住
で
、
令
和
６
年
４
月

１
日
現
在
１８
歳
以
上
の
方

s
各
２
人
以
内
（
選
考
）

■
任
期
４
月
１
日
～
令
和
８
年
３

月
３１
日
（
年
５
回
程
度
開
催
）

■
報
酬
千
５００
円
（
１
回
）

m
３
月
１２
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
小
論
文
（
８００
字
以
内
・
課
題

＝
「
地
域
住
民
と
し
て
学
校
運
営

協
議
会
で
果
た
せ
る
役
割
に
つ
い

て
」）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電

話
番
号
・
希
望
す
る
学
校
名
（
一

校
の
み
）
を
明
記
し
、
指
導
室
指

導
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不

要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
７
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
７
７
f
０４２

−

３８３

−

１

１
３
３
）
へ

【
か
た
ら
い
編
集
委
員
】

　

男
女
共
同
参
画
情
報
誌
「
か
た

ら
い
」
の
企
画
・
取
材
・
原
稿
執

筆
等
を
行
う
市
民
編
集
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
４
人
（
選
考
）

i
市
民
課
市
民
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
０
）

窓口呼出状況
配信サイト

市
民
課
で
の
税
関
係
証
明
書

の
発
行
を
休
止

　

市
民
課
窓
口
で
は
、
税
関
係
証

明
書
の
一
部
（
市
・
都
民
税
課
税

証
明
書
お
よ
び
納
税
証
明
書
）
を

取
り
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
窓
口
が

大
変
込
み
合
う
３
月
１
日
（
金
）

～
６
月
９
日
（
日
）
は
休
止
し
ま

す
。

　

休
止
期
間
中
、
税
関
係
証
明
書

は
、市
民
税
課
お
よ
び
納
税
課（
い

ず
れ
も
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
）

で
の
み
発
行
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

i
市
民
課
市
民
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
０
）

■
任
期
４
月
～
令
和
８
年
３
月

e
謝
礼
お
よ
び
保
育
有
り
（
１
歳

以
上
の
未
就
学
児
）

m
３
月
１
日
～
１５
日（
必
着
）に
、

直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で

作
文
（
８００
字
以
内
・
課
題
＝
「
私

の
応
募
動
機
」）・
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
・
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を
明
記
し
、
企
画
政

策
課
男
女
共
同
参
画
室
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
本

庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
３

f
０４２

−

３８７

−

１
２
２
４
）
へ

【
地
域
自
立
支
援
協
議
会
】

　

障
が
い
の
あ
る
方
の
地
域
で
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
検
討
・

協
議
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
で
２０
歳
以
上
の
方

s
１
人
（
選
考
）

■
任
期
５
月
１
日
～
令
和
８
年
４

月
３０
日
（
年
４
回
程
度
開
催
）

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

e
委
員
は
専
門
部
会
（
年
７
回
程

度
開
催
※
計
画
策
定
等
に
係
る
会

議
以
外
は
無
報
酬
）
に
も
所
属
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

m
３
月
２９
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で

小
論
文
（
８００
字
以
内
・
課
題
＝
「
障

が
い
の
あ
る
人
が
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
必
要
な

合
理
的
配
慮
と
は
」）・
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を

明
記
し
、
自
立
生
活
支
援
課
障
害

福
祉
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所

不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
４
８
f
０４２

−

３８４

−

２
５
２
４
）
へ

―
―
◇
共　
通
◇
―
―

e
▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基
準

・
方
法
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

３月  ○は休日窓口開設日
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
３１

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係（
３
日
の
み
）、

納
税
課
（
３
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す
。
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
係
る
業
務
１７
日
の
み

取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
２
６
）、
土
曜
・

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

０４２

−

３８３

−

１
１
１
１
）

ご
利
用
く
だ
さ
い

３
月
の
休
日
窓
口

自
主
防
災
組
織
を

　
　
　
　
作
ろ
う

　

地
域
で
協
力
し
合
い
災
害
か

ら
ま
ち
を
守
る
た
め
、
自
主
的

に
結
成
す
る
組
織
で
す
。

　

市
で
は
、
自
主
防
災
組
織
に

対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
、
そ

の
活
動
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

消
防
サ
イ
レ
ン
に

　
　
　
ご
理
解
を

　

市
内
で
火
災
が
発
生
し
た
場

合
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
毎
月
原
則
１
日

（
１
月
を
除
く
）
の
午
前
８
時

に
は
、
広
く
火
災
予
防
を
呼
び

か
け
る
た
め
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴

ら
し
て
い
ま
す
。

重
要
な
役
割
を

　
　
担
う
消
防
団

　

本
業
を
も
つ
か
た
わ
ら
、
奉

仕
の
精
神
に
よ
り
市
民
の
生
命

や
財
産
な
ど
を
守
る
た
め
、
昼

夜
を
問
わ
ず
活
動
し
て
い
ま

す
。
訓
練
な
ど
の
消
防
団
の
活

動
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
入
団
方

法
等
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
資
格
等
要
件
市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
入
団
日
時
点
で
１８

歳
以
上
の
方

食べたら、1食分を買い足して補充
する。

買い足す　
朝 昼 夜

1日目
2日目
3日目
もう1日分

補充

ちょうど1年で、最初に用意した4
日分（12食）は全て消費し、買い
足した12食分とそっくり入れ替わ
る。（非常食の消費期限は1年でよい）

新しいものが常備される

朝 昼 夜
1日目
2日目
3日目

もう1日分

朝 昼 夜
そっくり入れ替わる

ベースとなる3日分（9食分）の
非常食を用意する。さらに、もう
1日分（3食分）、合計で12食分
にする。

備える
朝 昼 夜

1日目
2日目
3日目
もう1日分

1

１か月に１回程度の頻度で非常食１
食分を定期的に食べる。

食べる
朝 昼 夜

1日目
2日目
3日目
もう1日分

２

4 3

　

日
ご
ろ
か
ら
自
宅
で
利
用
し

て
い
る
も
の
を
少
し
多
め
に
備

え
る
こ
と
で
、
発
災
時
に
も
自

宅
で
当
面
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
際
、「
ロ
ー
リ

ン
グ
ス
ト
ッ
ク
法
」（
左
図
）

が
お
す
す
め
で
す
。

　

東
京
備
蓄
ナ
ビ
で
、
自
分
に

合
っ
た
備
蓄

を
調
べ
て
み

ま
し
ょ
う
。

「
日
常
備
蓄
」を
進
め
ま
し
ょ
う

東京備蓄ナビ

　３月１日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のこ
とができるようになります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
【戸籍謄本等の広域交付】
　本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を
請求できるようになります。
■請求できる方本人、配偶者、父母や祖父母など（直系尊属）、子や
孫など（直系卑属）
■手数料（１通）戸籍謄本４５０円、除籍謄本・改製原戸籍謄本７５０円
■注意事項 ▽抄本は請求できません ▽運転免許証やマイナンバーカー
ドなど顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です ▽交付は後日とな
る場合があります ▽第三者請求および代理人請求はできません
i市民課市民係（☎０４２−３８７−９８３０）
【戸籍届出時における戸籍謄本の添付負担の軽減】
　本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、戸
籍謄本の添付が原則不要になります。
i市民課戸籍係（☎０４２−３８７−９８１６）

戸籍制度が利用しやすくなります 市
民
課
窓
口
の
混
雑
緩
和
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
民
課
窓
口
は
、
引
っ
越
し
シ

ー
ズ
ン
の
２
月
下
旬
～
５
月
上
旬

は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　

ま
た
、
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、

転
入
や
転
居
を
含
む
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
関
係
の
手
続
き
や
、
月

曜
・
祝
日
等
の
翌
日
は
込
み
合

い
、
お
待
た
せ
す
る
時
間
が
長
く

な
り
ま
す
。
お
急
ぎ
で
な
い
場
合

は
、
込
み
合
う
期
間
・
日
に
ち
を

避
け
て
い
た
だ
く
か
、
時
間
に
余

裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
混
雑
予
想
カ
レ
ン
ダ
ー

を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
市
民
課
フ
ロ
ア
の
リ
ア
ル
タ

イ
ム
の
混
雑
状
況
や
交
付
呼
び
出

し
番
号
が
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て

い
ま
す
。
混
雑
緩
和
の
た
め
、
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 6・3・1 2


